
管

理

規

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部 

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
四
イ
の
七
級
の
項
基
準
と
な
る
職
務
の
欄
中
「
本
庁
の
課
長
の
職
務
」
を
「
一 

本
庁 

の
課
長
の
職
務
」
に
改
め
、
次
に
「
二 

病
院
の
局
長
の
職
務
」
を
加
え
、
八
級
の
項
基
準
と
な 

る
職
務
の
欄
中
「
一 

本
庁
の
副
部
長
の
職
務
」
を
「
本
庁
の
副
部
長
の
職
務
」
に
改
め
、
「
二 

 

病
院
の
局
長
の
職
務
」
を
削
る
。 

 

別
表
第
七
イ
（
三
）
の
共
通
の
項
七
級
の
欄
中
「
セ
ン
タ
ー
付
」
を
「
局
長 

セ
ン
タ
ー
付
」 

に
改
め
、
同
項
八
級
の
欄
中
「
局
長 

セ
ン
タ
ー
付
」
を
「
セ
ン
タ
ー
付
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
九
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

イ 

病
院
医
療
職
給
料
表
（
一
）
級
別
職
務
区
分
表 

 
 

 



 

別
表
第
十
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


